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４ ウェブ報告システムを利用した申請等について
令和５年３月１日から，インターネット上で申請等を行うことができるウェブ報告システムの運

用が開始されました。

ウェブ報告システムの利用方法等の詳細については，内閣府のホームページに掲載されて

います。

（１）ウェブ報告システム利用方法

① ＮＰＯ法人ポータルサイトにアクセス

（https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/）

② ＮＰＯ法人ポータルサイトの画面右上の「法人ログイン」をクリック

→ アカウント登録画面へ

※ 「ウェブ報告システムに関するマニュアル」は、アカウント登録画面の「アカウントの新規

登録」をクリック → 「登録までの流れ」の欄に添付されています。

（２）提出書類の留意点

ウェブ報告システムを利用する場合であっても，次の書類については書面により提出してく

ださい。

提出 参 照

提 出 書 類

部数 ページ

各役員それぞれの住所又は居所を証する書面

（住民票の写し（コピーは不可。受理日から６か １部 １１，７３

月以内のもの）等）

登記事項証明書（原本及び写し） 各１部 ４５，７７


